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１ はじめに 

（１）点検・評価の趣旨 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、教育委員会は、

毎年、教育行政事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その結

果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとしています。 

  枝幸町教育委員会では、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民へ

の説明責任を果たすため、令和４年度の教育委員会事務事業の点検・評価を行

い、その結果を報告書として取りまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）点検・評価の対象事業 

  点検・評価の対象事業は、「枝幸町教育推進計画」及び「令和４年度教育行政

執行方針」に掲げています主な施策に基づく事務事業を対象としております。 

 教育委員会では、これらの事業の実績等を踏まえ、教育行政執行方針及び各 

種教育推進計画の観点から点検・評価を行いました。 

 

（３）点検・評価の方法 

 ①評価 ≪教育委員会事務局による評価≫ 

   所管する「事務事業」の成果や達成状況について評価判定を行い、課題・

方向性を総括しました。 

（評価の判定基準） 

 Ａ：目的を十分に達成した 

     Ｂ：目的を概ね達成した 

     Ｃ：やや課題を残すが目的を概ね達成した 

     Ｄ：課題が多い 

     Ｅ：目的・内容等に再考を要する 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育

 長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務

局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

 する者の知見の活用を図るものとする。 
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 ②学識経験者の知見の活用 

   点検・評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する５人の方 

を評価委員に委嘱し、評価に対してご意見等をいただきました。 

【枝幸町教育委員会評価委員】 

氏  名 職 業 ・ 経 歴 等 備  考 

駒 形 直 樹  氏 
歌登郵便局長 

旧歌登町教育委員会教育委員 
 

長谷川 裕 恭  氏 
会社役員 

元歌登中学校学校評議員 
 

今 家 俊 二  氏 
団体職員 

元枝幸中学校学校評議員 
 

今   美智代  氏 
会社役員 

枝幸中学校学校運営協議会委員 
 

升 田 裕見子  氏 
無職 

元枝幸保育所保育士 
 

 

（４）点検・評価の経過等 

  ○令和５年１０月   評価の実施 

○令和５年１１月   評価委員会の開催 

             評価等について説明及び評価委員の意見取りまとめ 

  ○令和５年１１月   教育委員会にて報告書の議決 

  ○令和５年１１月   議会へ報告書提出 

  ○令和５年１２月   定例議会で報告 

  ○令和６年 １月   報告書の公表（町ホームページに掲載予定） 
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役 職 名 氏 名

教 育 長 小　川　俊　輝 3 4 月 23 日 年 4 月 22 日

教育委員 塚　本　正　昭 2 5 月 9 日 年 4 月 30 日

教育委員 馬酔木　美奈子 4 5 月 9 日 年 5 月 8 日

教育委員 村　山　純　子 3 5 月 9 日 年 5 月 8 日

教育委員 山　本　教　生 元 5 月 9 日 年 5 月 8 日

教育委員 成　澤　英　輝 4 5 月 1 日 年 5 月 8 日

会 議 開 催 日

第1回会議 令和4年4月5日

第2回会議 令和4年4月26日

第3回会議 令和4年5月31日

第4回会議 令和4年6月29日

第5回会議 令和4年8月25日

第6回会議 令和4年10月21日

第7回会議 令和4年11月14日

第8回会議 令和4年11月29日

専決処分の承認を求めることについて（令和３年度教育費関連
補正予算について）

報告第1号 枝幸町教育委員会教育長職務代理者の指名について

R4.4.26から
職務代理者

自 令和 年 至 令和 6

令和

令和

令和

審　　　議　　　議　　　案　　　等

就学学校指定の変更について議案

年

議案第1号

承認

5

令和４年度枝幸町社会教育推進計画（案）について

枝幸町立学校学校運営協議会委員の委嘱について

令和４年度教育費関連補正予算（案）について

枝幸町文化財保護委員会委員（枝幸町資料館施設運営協議会委
員）の任命について

教育行政報告について

枝幸町社会教育委員の委嘱について

令和４年度教育費関連補正予算（案）について

自

報告

議案第4号

議案

承認第2号

議案第17号

議案

認定

議案

自

（２）会議の開催状況

年

年令和

自

自

自

6

4

２　令和４年度　教育委員会の運営状況について

（１）教育委員（令和４年度在籍）

至

至

至

令和

令和 令和

令和
R4.4.25まで
職務代理者

8

至

年

承認第1号

至令和

7

令和

年

専決処分の承認を求めることについて（区域外就学の承諾に
ついて）

枝幸町学校給食運営委員会委員の委嘱について

議案第15号

枝幸町学校教育アドバイザー設置規程について

承認

議案第7号

議案第8号

枝幸町スポーツ推進委員の委嘱について

令和４年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」
への市町村別結果掲載に係る回答について

令和４年度枝幸町要保護準要保護児童生徒の認定について

承認

報告第4号 教育行政報告について

枝幸町立学校学校運営協議会委員の委嘱について

令和４年度枝幸町要保護準要保護児童生徒の追加認定について認定第2号

議案第2号

報告第3号

議案 枝幸町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則の一部
を改正する規則について

教育行政報告について

議案 議案第12号

報告

議案第16号

議案第19号

議案第18号

任　　　　　　　期 備　考

令和５年度教職員人事に係る教育委員会の意見について

議案第9号

認定第1号

報告

議案第13号 令和５年度に使用する小学校、中学校教科用図書の採択につ
いて

令和４年度教育行政執行方針（案）について

枝幸町育英資金運営審議会委員の委嘱について

報告第2号

議案第11号

議案第3号

議案第5号

枝幸町立図書館協議会委員の委嘱について

報告

議案第6号

議案第21号 令和４年度教育費関連補正予算（案）について

議案第10号 令和４年度教育費関連補正予算（案）について

承認第3号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度北海道公
立学校長採用候補者選考に係る教育委員会の意見について）

議案 議案第22号 令和４年度適正就学の追加決定について

議案第23号

認定

議案第14号 令和５年度に使用する小学校、中学校特別支援学級教科用図
書の採択について

議案 議案第20号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に
関する報告書について

議案第24号 令和４年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版
結果報告書」への市町村別結果掲載に係る回答について
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会 議 開 催 日

第9回会議 令和5年1月26日

第10回会議 令和5年2月13日

第11回会議 令和5年3月3日

第12回会議 令和5年3月24日

議案第50号 教育委員の辞職願に対する同意について

議案第51号 枝幸町立学校学校運営協議会委員の委嘱について

枝幸町育英資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則につい
て

枝幸町教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則につ
いて

枝幸町地域部活動移行体制整備事業検討会議設置規程について

議案第44号

議案第48号

議案第49号

議案第41号

議案第42号

議案第43号

枝幸町外国語指導業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱の
廃止について

枝幸町立学校学校評議員設置規程の廃止について

枝幸町教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の廃
止について

枝幸町中央コミュニティセンター管理規則の一部を改正する規
則について

枝幸町立図書館管理規則の一部を改正する規則について

枝幸町三笠山管理運営協議会設置規程の一部を改正する訓令に
ついて

議案第38号

議案第39号

議案第40号

枝幸町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について

枝幸町教育委員会教育長職務代理者に属する事務委任に関する
規則の一部を改正する規則について

枝幸町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について

枝幸町教育委員会グループ制に関する規程の廃止について

承認第5号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度枝幸町要保
護準要保護児童生徒の追加認定について)

議案 議案第34号 枝幸町立学校学校運営協議会委員の委嘱について

議案第31号

専決処分の承認を求めることについて（枝幸町ジュニアスポー
ツ賞の受賞者の決定について）

令和５年度教職員人事について

令和５年度教育行政執行方針（案）について

枝幸町育英資金貸付条例の一部を改正する条例について

枝幸町立学校医の委嘱について

承認

報告第6号

議案第30号

承認第6号

議案第32号

議案第52号

枝幸町がんばる子どもたち表彰受賞者の決定について

議案第47号

議案 議案第35号

枝幸町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につい
て

枝幸町教育推進計画の決定について

議案第36号

議案第45号

議案第46号

議案第37号

認定第3号 令和４年度枝幸町要保護準要保護児童生徒の追加認定について

枝幸町立学校職員服務規程の一部を改正する訓令について

議案第26号 令和５年度適正就学の決定について

報告

議案

報告第5号

認定

教育行政報告について

議案第33号 令和５年度教育費関連当初予算（案）について

議案第28号

承認

議案第29号

枝幸町ジュニアスポーツ・ジュニアラーニング賞受賞者の決
定について

令和４年度教育費関連補正予算（案）について

報告

承認 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度教職員人事
に係る教育委員会の意見について）

承認第4号

議案第25号

審　　　議　　　議　　　案　　　等

議案第27号 区域外就学の承諾について

議案
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月 行　　事　　等 出　席　委　員 備　　　　　考

教職員辞令伝達式
小川教育長、塚本委員、
馬酔木委員、村山委員

中央コミセン

第1回教育委員会の会議
小川教育長、塚本委員、
馬酔木委員、村山委員

中央コミセン

26 （火） 第2回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、山本委員

中央コミセン

22 （日） 体育祭 小川教育長 枝幸南中学校

29 （日） 運動会 小川教育長 音標小学校

31 （火） 第3回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、山本委員、
成澤委員

中央コミセン

5 （日） 運動会 小川教育長 風烈布小学校

12 （日） 運動会 小川教育長 岡島小学校

15 （水） 運動会 小川教育長 枝幸小学校

29 （水） 第4回教育委員会の会議
小川教育長、村山委員、
山本委員、成澤委員

中央コミセン

7 （木） 教育委員学校訪問
小川教育長、村山委員、
成澤委員

風烈布小学校・歌登小学校・枝幸南中学
校・歌登中学校

8 （金） 教育委員学校訪問
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、山本委員

岡島小学校・音標小学校・枝幸中学校

11 （月） 教育委員学校訪問 小川教育長、馬酔木委員 枝幸小学校・目梨泊小学校・山臼小学校

8 25 （木） 第5回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
山本委員、成澤委員

中央コミセン

2 （日）
目梨泊小学校・風烈布小学
校・音標小学校学芸会

小川教育長、馬酔木委員
目梨泊小学校、風烈布小学校、
音標小学校

16 （日） 枝幸小学校学芸会 小川教育長、村山委員 枝幸小学校

21 （金） 第6回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、成澤委員

中央コミセン

14 （月） 第7回教育委員会の会議
小川教育長、村山委員、
山本委員、成澤委員

中央コミセン

29 （火） 第8回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、山本委員、
成澤委員

中央コミセン

6

7

10

11

（３）教育委員の活動状況

日（曜）

5 （火）

4

5
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月 行　　事　　等 出　席　委　員 備　　　　　考

8 （日） 二十歳の集い 小川教育長 中央コミセン

26 （木） 第9回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、山本委員

中央コミセン

2 13 （月） 第10回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員

中央コミセン

１ （水） 卒業証書授与式 小川教育長 枝幸高等学校

3 （金） 第11回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、山本委員、
成澤委員

中央コミセン

12 （日） 卒業式 小川教育長、馬酔木委員 枝幸中学校、枝幸南中学校

18 （土） 卒業式 小川教育長、成澤委員 枝幸小学校、歌登小学校

19 （日） 卒業式
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、山本委員

目梨泊小学校、岡島小学校、
山臼小学校、風烈布小学校

第1回総合教育会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、成澤委員

中央コミセン

第12回教育委員会の会議
小川教育長、馬酔木委員、
村山委員、成澤委員

中央コミセン

日（曜）

1

3

24 （金）
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施策項目 1 確かな学力を育成する教育の推進 

目 標 

社会情勢の変化に対応し、新しい時代を生きていくための「社会を生きる力」を育成するた

めには、学ぶ意欲の向上と学習習慣の定着を通じた確かな学力を育成する指導の充実と一人一

人の教育的ニーズに応じた指導や支援を行う特別支援教育の充実が大切である。 

 

 

具体的

取 組 
取組１ 確かな学力の育成をめざす教育の推進 
取組２ 特別支援教育の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組１ 確かな学力の育成をめざす教育の推進 
① 学力テスト等を活用した検証改善サイクルの確

立・実践 

② 「家庭学習の手引き」、「えさしっ子の未来を拓く

十か条」を配布し、家庭との連携を図り、家庭学

習、生活習慣の定着 

③ 道教委が行う指導方法改善（ティーム・ティーチ

ング授業など）の支援 

 

 

 

① ②は、全校で実施 

 

 

 

 

③ ティーム・ティーチング実施校 

⇒枝幸小・枝幸中（教員加配各校１名） 

取組２ 特別支援教育の充実 

① 障がいを持つ子どもの就学前から就学後の社会

参加まで一貫した指導履歴書であるフェイスシ

ート（カラフルクレヨン）の活用 

② 特別支援教育支援員の配置 

 

 

① 特別支援学級設置校においてフェイスシートの 

活用を行った。 

 

② 特別支援教育支援員配置校及び人数 

枝幸小 5 名、歌登小 3 名、枝幸中 1名、 

歌中 1名 

 計 10 名 
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［学識経験者の意見など] 

事業評価  ・タブレットの活用により子どもたちの学習意欲が向上し、学習に対する自信に

つながっていくと考えられるので、今後も積極的に活用していただきたい。 

・全国学力学習状況調査の結果から小学校では全道全国を上回る科目があるが、

中学校ではすべての科目で下回っていることから、学校との連携を密にし、検

証・分析を行いながら、対策に取り組んでいただきたい。 
B 

【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組１ 確かな学力の育成をめざす教育の推進 

・Ｒ４全国学力・学習状況調査 

【平均正答率】 

・小学校（国語・理科）⇒全国全道を上回る 

    （算数）⇒全国全道を下回る 

・中学校（国語・数学・理科）⇒全国全道を下

回る 

【前年度比較】 

※理科は３年毎の実施のため比較しない 

・小学校全国全道の差⇒国語は改善、算数は差

が拡大 

・中学校全国全道との差⇒国語数学は改善傾向

・ティーム・ティーチングの実施により、個々に対

応した有効な指導が図られた。 

・児童生徒 1 人 1 台のタブレットを活用により学習

意欲を喚起したほか、また、各種支援ソフトを活

用し、子どもたちの学力の向上を図った。 

・今後も継続した取組みを次のとおり実施していく。

・児童生徒の学力については、「学力の状況分析と

課題を明確化し、指導方法の工夫改善を図る取

組」を進めるとともに、授業においては、課題

を示し、見通しと振り返りを行うなど、学力の

定着を図っていく。 

・学校・家庭と連携して家庭学習の定着に努めて

いく。また、学力向上対策は基礎的内容を確実

に身に付ける必要があることから、指導体制及

び教育環境の充実を図っていく。 

・タブレットを利用した授業と各種支援ソフトが

積極的に活用され、児童生徒にわかりやすい授

業等の工夫がなされていることから、継続した

取り組みを行っていく。 

・指導方法改善では、課題等に対し、授業改善を

行いながら事業を実施していく。 

取組２ 特別支援教育の充実 

・障がいを持つ子どもの就学前から就学後の社会参

加まで一貫した指導履歴書であるフェイスシート

（カラフルクレヨン）を活用し、効果的な指導や

支援が行われた。 

・支援員の配置により、児童生徒に対する目配りな

ど、教師や児童生徒が授業に集中することができ、

授業の円滑な進行に貢献し、授業規律が図られた。

・引き続きフェイスシートを活用するとともに、障

がいを持つ子どもたちを、就学前から就学後の社

会参加に向けた自立するまでの間、地域の人に理

解を得ながら支援を推進していく必要がある。 

・フェイスシートについては、様式改正を令和５年

度に現在に見合った様式に変更を予定している。

・規律ある授業が行われるよう、学校側と連携を図

り特別支援教育支援員の適正な配置に努める。 
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施策項目 2 社会で生き抜く基礎を培う教育の推進 

目 標 

急速なグローバル化や高度情報化が進展しているなかで、他文化に対する理解を深め、国際

貢献できる力を育成する国際理解教育、情報活用能力及びモラルを育む情報教育、望ましい職

業観・勤労観を育てるキャリア教育等の充実が大切である。 

 

 

具体的

取 組 

取組３ 国際理解教育の充実 
取組４ 情報教育の充実 
取組５ キャリア教育の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組３ 国際理解教育の充実 
① 外国語指導助手による英語教育や異文化理解の

実施 

 

 

 

 

 

① 外国語指導助手を町内小中学校へ派遣 

・小学校（木・金） 各校 月 1～2 回 

・中学校（月～水） 各校 月 4～5 回 

取組４ 情報教育の充実 
① 児童生徒用端末で、情報活用能力の向上や情報モ

ラルの育成の実施 

 

 

① 全校で実施 

・外部講師の活用による情報モラル教育の実施 

・児童生徒用端末（ipad）、情報ネットワーク環

境等を活用した授業の実施、授業・家庭学習で

活用する支援ソフト導入に係る検討実施 

 

 

 

 

取組５ キャリア教育の充実 

① 授業を通じた職業の知識の習得や職場見学・イン

ターンシップ（職場体験）事業の実施 

 

 

 

① 全校で実施 

・小学校では、職場見学を実施 

・中学校では、職場体験を中学 2 年生で実施 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組３ 国際理解教育の充実 

・児童生徒が外国語指導助手と英語で話すことを行

うことで、英会話能力の向上に貢献している。さ

らに、外国の文化や習慣、考え方など多くのこと

を外国語指導助手から学び、英語を通じて文化の

理解を深めることができた。 

 

・外国語指導助手の派遣を継続するととともに、積

極的に授業のなかで英会話を行うことで、英語教

育の充実を図る。また、ＡＬＴ自身の母国の生活

や文化を伝えることで、国際理解教育を進めてい

く。 

 

 

取組４ 情報教育の充実 

・各教科等において情報端末を活用し、実践的な力

と、テレビゲームや携帯電話など適切な関わり方

について指導し、情報モラルの育成が図られた。

・児童生徒が端末を活用した授業を実施したことに

より学習意欲の喚起と授業改善が図られた。 

・情報活用能力の向上と情報モラルの育成は、引き

続き授業を通して効果的な実施に努めていく。 

・ICT 環境や支援ソフトを授業で積極的に活用する 

ため、各校で行う授業事例等を教員同士で活発に

意見交流を行っており、継続した授業の改善を図

る必要がある。 

 

 

 

取組５ キャリア教育の充実 

・各小中学校の授業や職場（体験）見学を通じて勤

労観や職業観の醸成や学習意欲への向上が図られ

た。 

・将来の進路を選択する能力や意欲・態度を身につ

けるためには、小学校から職場見学などの実施が

不可欠である。また、中学校では、実際に職場を

体験することで、今後の進路の選択の幅を広げら

れると考えられることから、引き続き受入事業所

の協力を得て実施していく。 

［学識経験者の意見など] 

事業評価  ・幼少期から外国語に触れることができるよう外国語指導助手の積極的な活用を

推進していただきたい。 

B 
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施策項目 3 豊かな心を育成する教育の推進 

目 標 

児童生徒の人格のよりよい発達を促し、生命を大切にする心や他を思いやる心などの豊かな

心を育成するため、道徳教育を一層推進するとともに、読書活動や文化に親しむ活動、人間関

係を形成するためのコミュニケショーン能力を高める活動が大切である。 

また、いじめや不登校などへの対応について、教育相談体制の工夫・改善や家庭や地域、関

係機関等との連携強化を通じて、未然防止、早期発見、早期対応に向けた取組が大切である。

具体的

取 組 

取組６  道徳教育の充実 
取組７  ふるさと教育の充実 
取組８  読書活動の推進 
取組９  体験活動の推進 
取組１０ コミュニケーション能力の育成 
取組１１ 生徒指導・教育相談の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組６ 道徳教育の充実 
① 各教科等の関連を明確にした道徳教育の指導計

画等を作成し、計画に沿った道徳教育の実施 

 

① 全校で実施 

 

 

 

 

 

 

取組７ ふるさと教育の充実 
① 長崎県平戸市との「いきいき交流事業」の実施（平

戸市から枝幸町へ訪問） 

② オホーツクミュージアムえさしによる学習支援

事業（出前講座）の実施 

 

③ 社会科副読本「えさし」の活用 

   

① いきいき交流事業 

※新型コロナの影響により中止 

② オホーツクミュージアムえさしの学習支援活動

として全校で実施（学校とのオンライン講座を実

施） 

③ 町内小学校 3・4 学年で活用 

 

 

取組８ 読書活動の推進 
① 学校図書館図書の充実 

 

② 朝読書の実施 

 

③ 学校だより等による推薦図書紹介の実施 

 

① 学校図書購入費（小学校 620,829 円、中学校

352,246 円） 

② ③全校で実施 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組６ 道徳教育の充実 

・社会生活上のルールや生命の大切さ、相手を思い

やる心など道徳性の育成が図られた。 

 

・発達段階に応じた規範意識や倫理観等を身に付け

させることと、人間尊重の精神や思いやりの心な

ど豊かな心の育成、また、道徳的価値の理解を深

めるよう、必要に応じて道徳科の授業改善を行い、

その充実に努めていく。 

 

 

取組７ ふるさと教育の充実 

・枝幸町の自然や歴史、産業等の理解を社会科副読

本「えさし」やオホーツクミュージアムえさしの

活用、出前講座などの利用により、学習の充実が

図られた。 

・改訂された社会科副読本「えさし」を有効に活用

した。 

 

・児童生徒が生まれ育った地域の自然や歴史、産業

等に親しみ理解を深めることは、ふるさとへの愛

着や誇りを育み、地域社会の一員としてふるさと

に生きる自覚の涵養が図られることから、継続し

てふるさと教育の充実に努めていく。 

 

 

 

取組８ 読書活動の推進 

・読書活動については、各学校で朝読書の取組みが

行われ、また、学校だよりなどによる推奨図書の

紹介や学校図書の利用の促進など、読書を行うよ

うに促した。 

・読書は学力向上と豊かな感性の育成の観点から、

読書習慣の定着に向け、引き続き取組みの充実に

努めていく。また、多くの種類がある本を読む機

会の充実として、町立図書館の貸出文庫事業を積

極的に活用していく。 

 

 

 

 

 

 

- 12 -



施策項目 3 豊かな心を育成する教育の推進 

目 標 

児童生徒の人格のよりよい発達を促し、生命を大切にする心や他を思いやる心などの豊かな

心を育成するため、道徳教育を一層推進するとともに、読書活動や文化に親しむ活動、人間関

係を形成するためのコミュニケショーン能力を高める活動が大切である。 

また、いじめや不登校などへの対応について、教育相談体制の工夫・改善や家庭や地域、関

係機関等との連携強化を通じて、未然防止、早期発見、早期対応に向けた取組が大切である。

具体的

取 組 

取組６  道徳教育の充実 
取組７  ふるさと教育の充実 
取組８  読書活動の推進 
取組９  体験活動の推進 
取組１０ コミュニケーション能力の育成 
取組１１ 生徒指導・教育相談の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組９ 体験活動の推進 
① 小中学校絵画書道展の実施 

 

 

② 宿泊研修等での自然体験活動やインターンシッ

プ事業による社会体験活動の実施 

 

① 小中学校絵画書道展の実施 

※令和４年１１月２３日～３０日  

 コミュニティセンターで実施 

② 全校で実施 

取組１０ コミュニケーション能力の育成 

① 大学生フレンドシップ事業の実施 

 

② 学校支援ボランティアによるコミュニケーショ

ン能力育成 

 

① 大学生フレンドシップ事業 

※新型コロナの影響により中止 

② 学校支援に係るボランティア 

枝幸小学校、枝幸中学校で実施 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組９ 体験活動の推進 

・小中絵画書道展の出展などを通した文化芸術活動

や地域の教育資源を生かした宿泊研修等での自然

体験活動、職場体験などが実施され、児童生徒の

体験活動の充実が図られた。 

 

・小中絵画書道展は、絵画・書道などを体験する数

少ない機会であることから、継続して実施してい

く。 

・体験活動は地域や社会などの活動に積極的に参加

する意欲を育てることが大切であることから、各

教科等の関連を明確にし、継続した体験ができる

よう努めていく。 

 

取組１０ コミュニケーション能力の育成 

・児童会や生徒会、学級活動などにおいて、意見交

換を行うなどの機会を設けている。また、教職員

以外の人に接する機会が少ない子どもたちにとっ

て、地域住民との交流・授業を通して、人との関

わりや学習をより深める良い機会となり、コミュ

ニケーション能力の向上が図られた。 

 

・大学生フレンドシップ事業については、新型コロ

ナの状況を見極めつつ実施を判断していく。 

・地域ボランティア等との交流については、児童生

徒や教職員からも好評で、幅広い世代と交流でき

るなど事業効果もあることから、継続して実施し

ていく。 
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施策項目 3 豊かな心を育成する教育の推進 

目 標 

児童生徒の人格のよりよい発達を促し、生命を大切にする心や他を思いやる心などの豊かな

心を育成するため、道徳教育を一層推進するとともに、読書活動や文化に親しむ活動、人間関

係を形成するためのコミュニケショーン能力を高める活動が大切である。 

また、いじめや不登校などへの対応について、教育相談体制の工夫・改善や家庭や地域、関

係機関等との連携強化を通じて、未然防止、早期発見、早期対応に向けた取組が大切である。

具体的

取 組 

取組６  道徳教育の充実 
取組７  ふるさと教育の充実 
取組８  読書活動の推進 
取組９  体験活動の推進 
取組１０ コミュニケーション能力の育成 
取組１１ 生徒指導・教育相談の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組１１ 生徒指導・教育相談の充実 

① いじめアンケートやネットパトロールによる早

期発見と早期対応の実施 

② 不登校に対し、学校における家庭訪問や民生児童

委員などの協力を得ながらの対応 

③ 教育相談の実施 

 

① いじめアンケート調査の実施 

ネットパトロールの実施（随時） 

② 随時実施 

 

③ 教育相談員 1 名を配置 

町内小中学校訪問      年間 34 回 

電話・来庁等による相談件数 年間 39 件 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組１１ 生徒指導・教育相談の充実 

・いじめアンケート調査によるいじめの認知件数は、

前年度と比べ微増で、全ての事案について解決又

は継続した見守りを行った。また、この調査以外

にも早期発見・対応に努めており、学校や教育委

員会などの関係機関との連携を密にした取り組み

を行った。 

・ネットパトロールの実施により、いじめに関わる

書き込み等の早期発見を行った。 

・心理的・情緒的要因などにより登校することがで

きない児童生徒に関しては、担任教師等が家庭訪

問で保護者との話し合い、さらに教育相談員や民

生児童委員などとの連携で登校に向けての対応を

行った。 

・教育相談員が調整役となり、児童生徒の諸問題に

対し、解決に向けた早期対応や関係機関との情報

共有がスムーズに行われ、連携の強化が図られた。

・今後も継続した取組みを次のとおり実施していく。

・いじめ、不登校を未然に防止するためには、児

童生徒間の人間関係づくりの支援や学校での相

談体制の充実、家庭や地域と連携強化を図り、

地域全体で子どもを見守る必要がある。 

・小学校から携帯電話等を所持している実態があ

ることから、ＳＮＳを起因とするネットトラブ

ル防止のため、学校でのモラル教育の実施や保

護者が児童生徒に持たせる時のルールの指導を

行うなど啓発活動を実施していく。 

・学校は児童生徒の諸問題を解決するため、早期

に教育相談員と情報を共有するとともに、関係

機関と連携を図り取組みを行っていく。 

・教育相談員は、関係機関との連携のほか、学校

に相談できない児童生徒・保護者等に対する窓

口としての役割が重要となることから、相談業

務を実施していく。 

 

 

［学識経験者の意見など] 

事業評価  ・日本語でのコミュニケーションが困難な外国人の児童の受け入れが想定される

ことから、支援に向けた体制の構築を検討していただきたい。 

B 
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施策項目 4 健やかな体を育成する教育の推進 

目 標 

子どもたちが生涯にわたって自主的に運動に親しみ、健康で活力ある生活を送るためには、

体力・運動能力の向上や、健康や病気に対する学習、性に関する教育、薬物乱用防止教育等の

健康教育の充実することが大切である。 

また、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付ける食育指導を通じて、健康的な生

活習慣を形成することが大切である。 

具体的

取 組 

取組１２ 体力・運動能力の向上 
取組１３ 食育の推進 
取組１４ 健康教育の充実 

 
[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組１２ 体力・運動能力の向上 
① 小・中学校におけるマラソン大会の実施 

 

 

 

② 体力・規則正しい生活リズムづくりの奨励 

① ・枝幸町小学校マラソン大会 

※新型コロナの影響により中止 

・中学校でのマラソン大会実施校（枝幸中学校・

歌登中学校） 

② 全校で実施 

取組１３ 食育の推進 

① 学校栄養教諭の専門性を生かしながら、食育授

業、学校給食を通じた食の知識や食習慣の必要性

など、学校における食に関する指導の充実 

② 学校給食で使用する食材において、地域の食材を

活用した地産地消の推進 

 

 

① 食育指導回数 

・各小中学校 延 31 回 

 ・献立表、給食だよりの発行 12 回発行（毎月）

② 枝幸産食材の使用状況 

・金額 1,719,196 円 

・副食代（おかず）に占める割合 5.03％ 

・漁協からホタテ、鮭、昆布を寄贈していただき、

ホタテと鮭は、カレーや石狩汁、昆布は、みそ

汁などの汁物の出汁として使用。 

取組１４ 健康教育の充実 

① 喫煙、飲酒、薬物乱用防止等の健康教育の実施 

② フッ化物洗口の実施 

 

① 各学校で実施 

② 小学校１年生を対象として実施 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組１２ 体力・運動能力の向上 

・町内小学校マラソン大会は新型コロナの影響により

中止となったが、体育授業などでの体力づくりの取

組を実施し、中学校では校内マラソン大会、クラブ

活動などの実施により、児童生徒の体力向上が図ら

れた。また、日常における指導や学校だよりなどを

通し、体力づくりや規則正しい生活を推奨した。 

・子どもの心身の調和的な発達には、運動を通して

の体力向上が大切であり、規則正しい日常生活を

送るなど、家庭と連携し健康的な生活習慣の形成

を継続して進めていく。 

取組１３ 食育の推進 

・学校栄養教諭が各小中学校を訪問し、食育授業及び

給食時に指導を行い、食育指導の充実を図るととも

に、給食だよりを発行し、食の知識や食習慣の必要

性など周知をした。 

・地元食材の鮭やブリ、ホタテなどの海産物をはじめ、

フキやワラビ、タケノコなどの山菜も可能な限り使

用し、給食の献立表に枝幸産の食材を使用している

ことを表示し周知を行った。 

 

・学校栄養教諭と各小中学校との緊密なつながりを

持ち、共通理解のもと食育の指導を継続して推進

する。 

・学校栄養教諭と連携し、献立を工夫することによ

り地元食材の利用頻度を高めるよう努める。 

・家庭での食事の重要性を保護者にもより理解を深

めてもらうよう、給食だよりなどで周知を行って

いく。 

取組１４ 健康教育の充実  

・新型コロナ対策では、児童生徒に対しマスク着用や

手洗い、密を避けるなど感染予防指導を行った。 

・外部講師や養護教諭による喫煙、薬物乱用防止等の

講話などを実施し、健康指導の充実が図られた。 

 

・小学校１年生を対象にしたフッ化物洗口を初めて実

施し、虫歯予防の充実が図られた。 

・新型コロナ感染予防対策は、換気や手洗いなど基

本的な対策を行い、継続して指導を実施して行く。

・学校や家庭が連携して、喫煙、飲酒、薬物乱用防

止に向け、正しい知識を理解することが大切であ

ることから、継続して指導を行っていく。 

・虫歯予防を更に充実させるために、令和５年度か

ら全小中学校、全学年で実施していく必要がある。

［学識経験者の意見など] 

事業評価  ・新型コロナの影響が長く続いたこともあり、子どもたちの体力への影響も懸念

されることから状況を注視していただきたい。 

B 
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施策項目 5 創造と活力に満ち、地域に開かれた学校づくり 

目 標 

各学校においては、地域の実情や子どもの実態などを踏まえながら、家庭・地域との連携を

図りつつ、教育活動に関する情報提供や地域の教育資源の活用などを通して、地域に開かれた

学校づくりを進める。 

また、子どもたちの安心・安全を確保するため、学校施設の安全確保とともに、自らの安全

を守るための能力を身につけさせる安全教育を充実する。 

具体的

取 組 

取組１５ 開かれた学校づくりの推進 
取組１６ 特色ある学校づくりの推進 
取組１７ 複式教育の充実 
取組１８ 学校段階間の連携・接続の推進 
取組１９ 学校施設・設備の充実 
取組２０ 学校安全教育の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組１５ 開かれた学校づくりの推進 
① 学校評価の公表など教育活動等の情報を家庭や地

域に学校だよりにて発信 

② 学校と家庭、地域との連携協力体制を深めるため、

学校運営協議会を設置 

① 学校評価及び公表については各学校で実施 

 

② 学校運営協議会設置校 

枝幸小学校、枝幸中学校、歌登地区学校 

 

 

取組１６ 特色ある学校づくりの推進 

① 枝幸町の風土や文化・行事などを活用した教育の

実施 

 

① 各学校で実施 

 

 

 

取組１７ 複式教育の充実 

① 少人数学級の特性を活かした学習指導の実施 

② 小学校小規模校による集合学習の実施 

 

 

 

① 複式教育の実施 

② 集合学習の実施 

取組１８ 学校段階間の連携・接続の推進 

① 発達段階を踏まえた校種間の連携や接続の推進 

 

② 幼小連携・接続推進事業の実施 

 

 

③ 小中学校間の円滑な連携体制構築を図ることによ

り、児童が中学校に入学し、スムーズな学校生活

を送れるよう、「中 1 ギャップ問題未然防止事業」

を実施し、教育活動の改善充実を図る。 

 

 

 

 

 

① 各中学校区の小学校との情報交換や授業交流

の実施 

② 幼稚園・保育所・小学校の相互理解や園児と児

童同士の交流、就学前の引継の充実、スタート

カリキュラムの編成などの実施 

③ 実施校 

枝幸中学校、枝幸小学校、目梨泊小学校、 

岡島小学校 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組１５ 開かれた学校づくりの推進 

・各学校とも学校評価の結果を公表するなど、学校

に関する情報の積極的な発信に努め、保護者や地

域との連携が図られた。 
・学校運営協議会では、保護者・地域からの意見を

基に学校経営等に反映した改善が図られた。 

・学校評価の公表など学校に関する情報を学校だよ

り等で発信したことにより、保護者や地域との連

携が取りやすくなることから、引き続き、情報提

供を行うとともに、学校運営や教育活動の改善と

充実を図り、地域に開かれた学校づくりを推進し

ていく。 
取組１６ 特色ある学校づくりの推進 

・当町は、自然豊かな地域であることから、地域そ

れぞれの教育資源や人材を活かした授業を実施し、

意欲的に取り組むことができた。 
 

・地域の自然や環境などの教育資源を生かした教育

は児童生徒のふるさとへの愛着や誇りを育み、他の

市町村の学校にはない町独自の特色ある学校づくり

につながることから、引き続き推進していく。 
取組１７ 複式教育の充実 

・少人数学級の特性を活かした学習指導やＩＣＴ環

境を活用した集合学習、交流学習を行うことで成果

が図られた。 
 

・少人数であるため、授業での子どもたちの考えが

出にくく、学習課題に対する考える力、深める力が

不足していることから、継続してＩＣＴを活用し授

業改善を図っていく。 
 

取組１８ 学校段階間の連携・接続の推進 

・中学校と高等学校において、教職員との情報交流

や児童生徒相互の交流を実施し、次年度以降の受入

体制の円滑な移行が図られた。 
・幼保小の連携接続では、教職員同志の相互理解の

ための授業参観や幼児と児童との交流や、就学前後

の引継の充実、スタートカリキュラムの編成などを

実施したことにより、新入学児童がスムーズに学校

生活が送ることができ、幼保小の接続推進が図られ

た。 
・中 1 ギャップ問題未然防止事業では、枝幸中学校

を中心に中学校区内である枝幸小学校、目梨泊小学

校、岡島小学校と学校間同士の生活や授業などに差

（ギャップ）が生じないよう情報共有を図り、必要

に応じた改善を行うことができた。 

・小中学校及び高等学校の連携を図ることにより、

きめ細かな指導体制が図られることから、引き続き

取組みの推進を図っていく。 
・幼児期は、能力開発・人格形成・道徳心の涵養な

ど大切な時期で、幼児教育・保育の役割は大きいこ

とから、小学校との連携を図っていく。また、幼小

連携の取組みはリーフレットを作成しており、各学

校への配布や取組の推進を図っていく。 
 
・中 1 ギャップ問題未然防止事業の取組を継続し、

小中学校間、小小学校間の差を解消するための改善

を図っていく。 
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施策項目 5 創造と活力に満ち、地域に開かれた学校づくり 

目 標 

各学校においては、地域の実情や子どもの実態などを踏まえながら、家庭・地域との連携を

図りつつ、教育活動に関する情報提供や地域の教育資源の活用などを通して、地域に開かれた

学校づくりを進める。 

また、子どもたちの安心・安全を確保するため、学校施設の安全確保とともに、自らの安全

を守るための能力を身につけさせる安全教育を充実する。 

具体的

取 組 

取組１５ 開かれた学校づくりの推進 
取組１６ 特色ある学校づくりの推進 
取組１７ 複式教育の充実 
取組１８ 学校段階間の連携・接続の推進 
取組１９ 学校施設・設備の充実 
取組２０ 学校安全教育の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組１９ 学校施設・設備の充実 

① 学校施設整備事業 

 

① 学校施設整備事業 12,177,000 円 

・枝幸小学校放送設備改修工事 

・枝幸中学校屋外消火配管改修工事 

 

取組２０ 学校安全教育の充実  

① 交通事故防止などの交通安全教育の実施 

② 地震や火災などによる避難訓練の実施 

 

① 各学校で実施 

② １日防災学校を全学校で実施 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組１９ 学校施設・設備の充実 

・改修を要する教育施設のなかで、緊急性や優先順

位を考慮し工事等を行い、教育環境の整備が図ら

れた。 

 

・老朽化が進んでいる教育施設・設備については、

教育施設等長寿命化計画を基本に整備を行ってい

く必要がある。 

 

 

取組２０ 学校安全教育の充実 

・登下校等の交通事故の防止や地震・津波・火災に

対する避難訓練の実施により、児童生徒の安全確

保対策の充実が図られた。 

・今後も継続した取組みを次のとおり実施していく。

・事故や災害など子ども自身が自らを守ることが

できるよう、安全に必要な知識や危険予測・危

険回避能力を身につけさせることは重要である

ことから、安全教育の充実を図っていく。 

・地域ボランティアによる登校時の見守り活動に

ついて、児童生徒の安全に配慮いただいている

ことに感謝し、活動に対し必要な支援を行って

いく。 

［学識経験者の意見など] 

事業評価  ・登下校の見守りの方々の協力により大きな事故が発生していないと考えられる

ので、今後も子どもたちが安心安全に通学できるよう環境整備に努めていただ

きたい。 B 
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施策項目 6 学校運営の改善、教職員の資質・能力の向上 

目 標 

各学校においては、自主・自律的な学校運営を確立し、種々の課題解決に向けて教育活動を

展開していくことが重要である。「すべては枝幸の子どもたちのために」を合言葉に、学校教

育の成否をきめる教職員の協働意識の高揚や資質・能力の向上を図るためには、校内外におけ

る研修活動を充実するとともに、学校教育指導の効果的な活用や町内の研究会や研修会を継続

的に実施するなど研修機会を適切に確保する。 

また、校務の効率的な環境整備を図り、情報管理に努めるとともに学校関係者評価や学校職

員評価制度を継続的に実施し、学校運営の改善や教職員の資質・能力の向上に努める。 

具体的

取 組 
取組２１ 学校運営の改善 
取組２２ 教職員の資質・能力の向上 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組２１ 学校運営の改善 

① 教職員全員が協力して学校運営に参画する体制

づくり 

② 校務用パソコンの運用と校務の効率化 

 

③ 教職員の時間外勤務の縮減 

 

④ 教職員の服務規律の保持 

 

 

 

 

 

① 各学校で実施 

 

② 校務用パソコン借上料 

事業費 10,756,800 円 

③ 枝幸町立学校における働き方改革行動計画によ

る学校での取組 

④ 服務規律保持の通知及び校長会等での周知 

取組２２ 教職員の資質・能力の向上 

① 各種研究会・研修会に対する支援の実施 

 

 

 

 

② 宗谷教育局義務教育指導監及び指導主事学校訪

問の実施 

③ 他管内との広域人事の実施 

① 教職員の各種研究会・研修会に対しての支援 

 ・枝幸町教育研究会・複式教育研究会補助金  

事業費 584,818 円 

 ・初任教諭等各種研修への参加、ミドルリーダー 

養成研修等の参加 

② 全校で実施 

 

③ 他管内との広域人事 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組２１ 学校運営の改善 

・教職員全員が職員会議等を通じ、学校運営や課題

等に参画し、教職員の協働意識の高揚が図られた。

・校務用パソコンについては、校務の効率化と効果

的な運用が図られた。 

・教職員の時間外在校等時間の縮減では、国等が行

う調査物の削減や部活動休養日・活動時間の設定

による勤務時間の削減、学校での業務の見直し等

を継続して行い改善が図られた。 

・教職員の服務規律は、校内研修等において啓発を

行い、不祥事防止に向けた取り組みを行った。ま

た、教育委員会からは、校長会等を通じて服務規

律の保持について周知を行った。 

・今後も継続した取組みを次のとおり実施していく。

・学校運営や課題等については、教職員全員が一

致協力して取組を行っていく。 

・校務用パソコンについては、運用方法の工夫を

行い、校務の効率化を図っていく。 

・「枝幸町立学校における働き方改革行動計画」に

基づき、教職員の時間外勤務縮減に向け、道教

委・町教委・学校が連携を図り、計画達成に向

け取り組みを行っていく。 

・教職員の服務規律の保持は、啓発活動や研修を

行っていく。 

取組２２ 教職員の資質・能力の向上 

・町教育研究会では、感染予防を徹底するため、授

業公開等でＷＥＢなどを活用して開催し、指導力

の向上を図ることができた。 

・教育局指導主事の学校訪問による授業の進め方な

どの方法について、教諭への指導助言による改善

を進め、児童生徒への指導の工夫などが図られた。

 

・様々な課題解決に向けた教育に対応するため、継

続して教育局指導主事による学校指導教育や校内

研修の充実や北海道教育委員会等が行う教職経験

に応じた各種研修会・研究会等に積極的に参加し、

指導方法の工夫を行っていく。また、教職員配置

については、今後も優秀な人材確保に向け、適正

配置を要望していく。 

・ICT を活用した授業を実施できるように、道教委や

町教育研究会の研修により、授業改善などを行い

ながら活用能力の向上を図っていく必要がある。

 

 

［学識経験者の意見など] 

事業評価  ・今後も安定的な学校運営と教育活動の充実に向けて取り組んでいただきたい。

B 
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施策項目 7 乳幼児期から青少年期までを見通した子育て環境の充実 

目 標 

子育てのしやすい環境づくりのために、保護者を対象とした学習機会の充実や、基本的な生活

習慣の定着に向けた啓発活動を推進する。 
また、学校での教育活動に地域が参画し、目指す枝幸の子ども像を共有しながら、地域の教育

資源を活用した取り組みを推進する。 

具体的

取 組 
取組２３ 安心して子育てができる地域づくりの推進 
取組２４ 地域と学校の協働による教育活動支援体制の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組２３ 安心して子育てができる地域づくりの推進 

①家庭教育・子育て支援事業 

 

 

①新型コロナの影響を考慮し実施見送り。 

 

 

 

 

取組２４ 地域と学校の協働による教育活動支援体制の充実 

①地域学校協働活動推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②枝幸町ＰＴＡ連合会活動支援 

 

 

 

①枝幸小学校、枝幸中学校で展開 

地域コーディネーター3人を配置し、うち 1人を

学校図書室担当として配置し事業展開。 

  枝幸中学校 3事業 10回 

・図書室環境整備、スキー授業補助 

※水泳授業補助を予定していたが中止 

・ボランティア延 18 人／1 団体 

  枝幸小学校 10 事業 94回 

・図書室環境整備。水泳授業補助、体力テスト計

測支援、卒業制作（陶芸作品）ほか 

・ボランティア延 146 人／3 団体 

 

②枝幸町から補助金の交付 140 千円 

枝幸町ＰＴＡ研究大会の開催。 

新型コロナの影響を踏まえて資料配布により開

催。 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組２３ 安心して子育てができる地域づくりの推進 

①新型コロナの対応として事業実施を見送りとし

た。 

 

①令和５年度からの新たな教育推進計画に基づき、

事業内容の見直しを含めて、多様化するライフス

タイルへの対応や子育てに関する学習機会の確

保に向けて様々な機関との連携を検討する。 

 

取組２４ 地域と学校の協働による教育活動支援体制の充実 

①学校支援ボランティアの活動については概ね新型

コロナ流行前の水準に戻っており、地域と学校を

つなぐ地域コーディネーターの連絡調整により円

滑に進んでいる。学校図書室の利用については、

季節ごとの特集コーナーやポップの掲示、ボラン

ティアの協力を得て、折り紙や編み物など児童が

利用したくなる環境整備が行われている。 

 

 

 

 

 

②枝幸町ＰＴＡ連合会の活動支援の一環として枝幸

町から補助金を交付し、円滑な活動が行うことが

できている。 

 

 

①学校支援ボランティアの協力により安全な授業

の実施とともに専門的な技術や技能を生かすこ

とができる場となるほか、地域住民との交流によ

り児童のコミュニケーション能力の向上や興味

関心を引き出す機会となっていることから、取り

組みを継続する。 

 

 

 

 

 

 

②新型コロナの状況を注視し、より充実した研修が

行えるよう支援を継続する。 

 

 

 

  

[学識経験者の意見など] 

事業評価  ・学校支援ボランティアの方との交流は、子どもたちのコミュニケーション能力

の育成に寄与することから、今後も継続して取り組んでいただきたい。 

B 
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施策項目 8 子どもの豊かな心を育む活動機会の充実 

目 標 

子どもたちの心身ともに健やかな成長を促すために、関係機関と連携し、地域の教育資源を活

用した体験活動機会の拡充を図り、他者との交流体験を通じてコミュニケーション能力や協調

性を育むとともに、自然体験を通じて五感を刺激し、感性を育み、「生きる力」「生き抜く力」

の育成を推進する。 

具体的

取 組 
取組２５ 子どもたちの体験活動の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組２５ 子どもたちの体験活動の充実 

①子どもの体験活動推進事業 

・ワクドキ探検隊 

・リーダー養成事業 

 

 

②地域間交流事業「いきいき」交流事業 

 

 

 

 

 

③放課後子ども教室推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業実績なし。 

 

 

 

 

②長崎県平戸市との中学生の相互交流事業の実施 

令和３年度に引き続き平戸市訪問団の受け入れ

について実施見送り。 

 

 

 

③枝幸地区、歌登地区に放課後子ども教室を開設 

  枝幸地区 遊 YOU 広場 

・主な活動：宿題、ボール遊び、ボードゲーム、

雪遊び、一輪車など 

・登録人数 95名（前年 107 名） 

・実施回数 18回 延参加児童人数 690 人 

※30 回実施計画／中止 12 回 

（前年 17 回 延 710 人） 

  歌登地区 うたのぼり放課後ふらっとたまり場 

・主な活動：ボール遊び、工作活動、おにごっこ

ハロウィンパレード（衣装を製作 

し、仮装して事業所を回りお菓子を

もらう）など 

・登録人数 20名（前年 21 名） 

・実施回数 29回 延参加人数 370 人 

※33 回実施計画／中止４回 

（前年 17 回 延 235 人） 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組２５ 子どもたちの体験活動の充実 

①実施内容や講師の選定、日程の調整ができず、開

設することができなかった。 

リーダー養成事業については、各団体の事業が見

送りとなり派遣ができなかった。 

 

① 新型コロナの感染が懸念されており、空港など不

特定多数が出入りする場所を利用することを踏

まえて、平戸市と協議し、実施を見送りとした。

 

 

 

③放課後の子どもたちの交流の機会として枝幸地区

と歌登地区で開設しているが、新型コロナ感染の

状況に応じて教室の中止の判断を行った。活動に

あたっては学校での感染症対策に準拠し、体育館

や屋外での活動の際はマスクを外しても良いこと

とするなど、国や北海道の方針に従って感染症対

策の緩和をしつつ、取り組みを行うことができた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①次年度以降の事業の構築に向けて準備を行う必

要がある。 

 

 

 

②令和２年度以降、３年にわたり交流が中断してし

まっている。新型コロナに関する状況を念頭に早

期の交流の再開に向けて平戸市と協議を行う必

要がある。 

 

 

③両地区とも児童数の減少はみられるが、低学年を

中心に参加し放課後の時間を過ごすことができ

ている。引き続き運営スタッフと連携を図りなが

ら、安心安全な教室の運営に努めていく必要があ

る。 

 

 

 

[学識経験者の意見など] 

事業評価  ・子どもの体験活動については、新型コロナの影響が非常に大きかったと感じる

ので、今後の再開や充実に向けて取り組んでいただきたい。 

C 
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施策項目 9 多様化する学習ニーズに対応する学びの環境整備 

目 標 

多様化する学習ニーズに対応するために、施設整備や学びに関する情報発信など学びの環境を

整備し、関係機関との連携協働による学習機会の充実に努めるとともに人材の育成を通じた各

種団体の運営を支援し、生涯学習、社会教育の振興を図る。 

具体的

取 組 
取組２６ 生涯にわたる学習機会の提供と充実 
取組２７ 地域住民の学びを促進するための基盤整備 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組２６ 生涯にわたる学習機会の提供と充実 

①枝幸ハマナス大学 

 

①定期講座 11回（前年 9回） 

（定期講座 1 回中止） 

・講座内容 スポーツ講座（ニュースポーツ）、

消費者行政講座（悪質商法対策）、

健康講座（認知症への理解）、産業

講座（枝幸町の水産業）ほか 

・入学者数 42人（男性 12 人、女性 30人） 

（前年 37人 男性 13 人、女性 24人） 

・講座参加率 45.5％（前年 49.0％） 

  クラブ活動 写真、水墨画、パソコン 

  特別講座「研修旅行」 

・参加者 20 名 

・小樽市、仁木町（小樽市宿泊） 

  オープンカレッジ（一般町民も聴講可能） 

・消費者行政講座 

・健康講座  ９名（歌登地区オンライン含む）

・栄養講座  ３名（歌登地区オンライン含む）

・国際理解講座 

 

取組２７ 地域住民の学びを促進するための基盤整備 

①地域人材活用推進事業 

 

 

①社会教育Ｇ所管事業において人材の活用を推進 

  ジュニアスキー教室 

  学校支援地域本部 

  各種研修会への参加奨励 
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【Check】事業の評価 【Action-】課題・今後の方向 

取組２６ 生涯にわたる学習機会の提供と充実 

①全 12 回の講座を企画し、11回の講座を実施するこ

とができた。遠足は新型コロナの感染拡大を受け、

中止としたが研修旅行は前年度に引き続き実施す

ることができた。 

引き続き一般町民も聴講可能な講座を４講座で開

設し、広報等で周知を行った。 

クラブ活動を開設し、学生相互による教え合いの場

や新たな交流の輪を広げる場となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新型コロナの影響を受け、入学者数は減少傾向に

あったが、微増している状況である。学生の年齢

構成割合は 70 歳代と 80 歳代が全体の 75％以上

を占め、60 歳代が約 15％、90 歳代は約 9％とな

っている。 

新規で入学する学生がいることからオープンカ

レッジや講座内容に関する周知を通じて、新規入

学を促し、町民の学習機会の充実に努める必要が

ある。 

 

 

 

取組２７ 地域住民の学びを促進するための基盤整備 

①各種研修会は対面による研修会が中止となってい

たことから参加機会を提供することができなかっ

た。 

 

 

①各団体や関係機関と連携し、人材の活用を推進し

ていく。オンライン研修会の活用を図り、人材の

育成に努める。 

 

[学識経験者の意見など] 

事業評価  ・今後も高齢者の学びや交流機会の充実に努めていただきたい。 

B 
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施策項目 10 地域の芸術文化活動の振興 

目 標 

地域における芸術文化活動を奨励し、関係機関と連携して地域の伝統的文化の継承を促すとと

もに、町民への芸術文化鑑賞の機会の提供を通じて、芸術文化活動の振興を図る。 

具体的

取 組 
取組２８ 地域における文化活動の推進 
取組２９ 優れた芸術文化活動に触れる機会の充実 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組２８ 地域における文化活動の推進 

①文化団体活動支援事業 

 

 

 

 

 

①枝幸町からの補助金の交付 770 千円 

（交付申請額 1,400 千円） 

町民文化祭を開催（枝幸地区・歌登地区） 

  枝幸地区 

・展示発表 出展総数 542 点 

・体験発表 参加団体  ２団体 

・来場者数 276 人 

・舞台発表 ４団体 

・入場者数 82 人 

  歌登地区 

・展示発表 出展総数 952 点 

・体験発表 参加団体  ３団体 

・来場者数 251 人 

 

取組２９ 優れた芸術文化活動に触れる機会の充実 

①芸術文化鑑賞事業 

 

①枝幸町芸術文化事業企画実行委員会主催事業の

実施見送り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 31 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組２８ 地域における文化活動の推進 

①新型コロナの影響を受け、中止していた町民文化

祭が３年ぶりに開催された。 

この間、活動を制限したり、自粛してきた期間が

続いていたが、無事に開催することができ、補助

金の交付や会場設営、キャプションの作成など活

動を支援することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①従前より会員の高齢化が課題となってきていた

が、新型コロナの影響が長く続いたこともあり、

活動の停滞とともに会員数の減少が加速し、文化

協会を脱会する団体が増えてきている。町民文化

祭の開催を通じて新規会員の加入や文化活動の

活性化を促すことができるよう支援を継続して

いく必要がある。 

 

 

取組２９ 優れた芸術文化活動に触れる機会の充実 

①新型コロナの状況を踏まえ、鑑賞事業の実施を見

送りとした。 

 

 

①全国的に徐々に鑑賞事業の再開も散見されるほ

か、国による鑑賞事業の実施に対する補助金な

ど、新型コロナにより停滞した芸術鑑賞事業の再

開に向けた支援策が展開されていることから、そ

れらを活用した鑑賞事業の実施を含め事業の実

施を検討する。 

 

 

[学識経験者の意見など] 

事業評価  ・今後も文化活動の振興に努め、町民が心豊かな生活を送ることができるよう取

り組んでいただきたい。 

B 
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施策項目 11 地域のスポーツ活動を通じた心身の健康づくりの推進 

目 標 

地域住民の健康増進と交流の機会としてのスポーツ活動の振興を関係団体との連携協働により

推進するとともに、生涯を通じて充実したスポーツライフをおくることができるよう、スポー

ツ環境の整備に努める。 
また、地域のスポーツ団体や総合型地域スポーツクラブの支援を行い、地域におけるスポーツ

活動の活性化を促進する。 

具体的

取 組 
取組３０ 生涯にわたるスポーツ活動の振興 
取組３１ スポーツ施設の整備 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組３０ 生涯にわたるスポーツ活動の振興 

①枝幸三笠山スキー場スキーリフト使用料助成事業 

 

 

 

 

 

 

②ふまねっと運動教室 

 

 

 

 

①町内小中学生を対象に三笠山スキー場各種シー

ズン券購入助成 

・申請件数 小学生 66件、中学生 37 件 

（前年 小学生 74件、中学生 38 件） 

・購入件数 小学生 65件、中学生 36 件 

（前年 小学生 70件、中学生 37 件） 

 

②歩行機能や認知機能の維持を目的とした運動教

室の開設 

・開設期間  5/12～11/24 24 回 延 147 人 

1/19～ 3/16  8 回 延 67 人 

 

 

取組３１ スポーツ施設の整備 

①三笠山スキー場整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

①山麓のリフト乗り場から山頂のリフト降り場に

かけての通信ケーブルを更新 

・事業費 13,310 千円 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組３０ 生涯にわたるスポーツ活動の振興 

①昨年度とほぼ同様な申請件数及び購入件数となっ

た。冬期間のスポーツ活動の振興の一助とするこ

とができた。 

 

 

 

 

②北海道で開発された歩行機能や認知機能の維持、

改善に効果が期待される「ふまねっと運動」を夏

期と冬期の２期間にわたり開設し、高齢者を中心

に積極的な参加がみられる。運動の機会となると

ともに参加者同士の交流の場となっている。 

 

①引き続き各小中学校を通じて助成制度の周知を

図り、冬期間のスポーツ活動の振興を図ってい

く。 

 

 

 

 

②教室の開設及び指導にあたっては、資格が必要と

なり、現在は資格を有する枝幸町スポーツ推進委

員が中心に教室を運営している。 

引き続き安定的な教室の運営ができるよう取り

組み、運動の機会提供に努める必要がある。 

 

取組３１ スポーツ施設の整備 

①山麓のリフト乗り場から山頂のリフト降り場の間

で、乗車中のトラブル発生時や子どもなど乗降に

配慮が必要な利用者が乗車時の減速や停止の操作

を、乗り場と降り場で連動させるための通信ケー

ブルの更新を行った。 

これにより利用者の安全な輸送環境の維持につな

げることができた。 

 

①三笠山スキー場リフトについては、年次での改修

や機器の更新を行っており、引き続き運行の安全

確保に努める必要がある。 

 

 

 

[学識経験者の意見など] 

  

事業評価  ・子どもの減少により少年団活動の存続が危ぶまれている。指導者の確保につい

ても大きな課題となっており、総合型地域スポーツクラブなどを中心とした

様々な種目に参加することができる横断的な少年団活動を検討していただきた

い。 
B 
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施策項目 12 地域に根ざした図書館活動の推進 

目 標 
北海道初の公立図書館として歴史ある町立図書館が町民の学びの場となるよう、読書環境を整

え、図書館奉仕及び施設機能の充実を図るとともに、関係機関や学校と連携した取り組みを推

進する。 

具体的

取 組 

取組３２ 町民の生活・活動に役立つ図書館活動の推進 
取組３３ 学校・施設と連携した読書活動の活性化 
取組３４ 図書館ボランティアの支援と育成 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組３２ 町民の生活・活動に役立つ図書館活動の推進 

①読書活動推進事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②図書館広報活動 
 
③資料収集整備事業 
 
 
 
 
 
④木育教室（宗谷総合振興局森林室連携） 
 
 
 
⑤子ども文化セミナー 
 
 

①図書館奉仕業務（※前年対比） 
・利用者数  5,238 人（83％）※ 
・貸出冊数 19,332 冊（90％）※ 
 

  貸出上限を 5冊⇒10冊に変更 
  雑誌の貸出期間を 1 週間⇒2週間に変更 
  リサイクル図書展示（館内常設）4 月～2月 
 ・利用冊数  1,026 冊 
  雑誌古本市 11 月 5 日開催 
 ・来館者 79 名 ・利用冊数 195 冊・利用率 37％
  子ども読書支援 
 ・おはなしの時間 利用人数 189 人 
 ・かみしばいの日  利用人数  26 人 
  館内アトラクション 
 ・本を借りてガチャガチャチャレンジ 
  8 月 2日～9 月 29 日 
 ・クリスマス飾り探し 11月 25 日～12月 25 日
 
 
②公式ＳＮＳ  フォロワー数 209 人 
 
③図書購入 1,211 冊  寄贈 447 冊  

雑誌購入 551 冊  ＤＶＤ購入 4本  
紙芝居購入 24 冊 
児童館図書室図書 402 冊 

 
 
④コースター・クリスマスミニツリー作成 

12 月 10 日 
・参加者 17 名（小学生対象）※保護者 8名 

 
⑤けんぶち絵本キャラバン 7月 13 日 
 剣淵町より絵本キャラバン隊を招聘 

読み聞かせや青空読書会を実施 
 ・参加者 70名 
  枝幸保育所・音標保育所年長組 
  枝幸幼稚園年長組・一般町民 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組３２ 町民の生活・活動に役立つ図書館活動の推進 

①読書活動推進事業 
  開館日数 284 日（前年度同比 3 日の増） 

新型コロナの影響が多少はあるものの、感染対策
をした上で開館することができた。 

  貸出上限及び雑誌の貸出期間を変更したことで 
利用者のニーズに応えることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
  館内アトラクション 

本を借りてガチャガチャチャレンジはガチャガ
チャや景品も職員が手作りした物を使用。 
幼児に大変喜ばれ、図書館に来るのが楽しみにな
ったと好評だった。 

 
②図書館広報活動 
 インスタグラムでは、新刊情報のほか図書館の日

常の様子なども投稿した。毎回たくさんの「いい
ね！」を貰いフォロアー数も着実に伸びており図
書館の重要な情報発信ツールとなった。 

 
 
 
④木育教室（宗谷総合振興局森林室連携） 
 昨年度の課題を踏まえ今回はクリスマス時期に

合わせて実施したところ大変好評だった。 
 
⑤これまで冬期間の事業として実施していたが参

加者の減少や天候に左右されることから、開催を
夏場に設定し、参加者も保育所や幼稚園などにタ
ーゲットを絞って行ったことが事業の成功に繋
がった。 

 
 

①読書活動推進事業 
  次年度は図書館改修を予定していることから、長

期休館中の対応をしっかり行うこと必要がある。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  館内アトラクションはマンネリ化しないよう工

夫が必要である。 
 
 
 
 
②インスタグラムのみならず、ＥＯＳ放送の施設か

らのお知らせなど様々な媒体を使い、年齢層に合
せた広報活動を行う必要がある。 

 
 
 
 
 
④コロナ禍であることを踏まえ募集人数を制限し

ているが、今後は人数を増やすことも検討する必
要がある。 

 
⑤読み聞かせ中心の事業は事業の内容に限りがあ

ることから、事業全体の見直しが必要な時期であ
る。 

  

- 36 -



施策項目 12 地域に根ざした図書館活動の推進 

目 標 
北海道初の公立図書館として歴史ある町立図書館が町民の学びの場となるよう、読書環境を整

え、図書館奉仕及び施設機能の充実を図るとともに、関係機関や学校と連携した取り組みを推

進する。 

具体的

取 組 

取組３２ 町民の生活・活動に役立つ図書館活動の推進 
取組３３ 学校・施設と連携した読書活動の活性化 
取組３４ 図書館ボランティアの支援と育成 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組３３ 学校・施設と連携した読書活動の活性化 

①学校支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 本を読んで応募しよう！ 

 

①学校支援事業 

  社会科見学 ３回 61 人 ５校 

  職場体験 ２校   ５人 

  学校読み聞かせ  ４回 ２校  

  栄養士連携 10 月 28 日  

 ・食べ物に関する絵本・小説を紹介したＰＯＰを

栄養教諭が作成し配付。（レファレンスサービ

ス及び貸出）  

 

②本を読んで応募しよう！2022 

  読書感想文 

・応募総数 106 作品（審査対象 33作品） 

・最優秀賞作品⇒ななかまど 1月号～2月号掲載

  読書感想画 

・提出総数 35作品 

・11 月 23 日～30 日展示 

  ＰＯＰ大賞 

・応募総数 216 作品 

・９月 15日～10 月 10 日館内展示・投票 

・１月～入賞作品・題材書籍展示 

  表彰式 12 月７日 図書館内で公開表彰式 

 

取組３４ 図書館ボランティアの支援と育成 

①図書館ボランティア支援事業 ①読み聞かせボランティアの保険加入   ３名 

  ボランティア団体及び個人への貸出  64 冊 

 

 

 
 
  

- 37 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組３３ 学校・施設と連携した読書活動の活性化 

①学校支援事業 

  職場体験では、試験的な試みとして担当教員同伴

のもと学校生活上の課題に向き合っている生徒の

受入を行った。 

 同級生と一緒に実習に取組み、担当教員とのコミ

ュニケーションも取ることができた。 

 

 

 

②本を読んで応募しよう！ 

  初年度終了後に学校アンケートを実施し、それを

基に改善を行うことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  職場体験を通じて、興味関心を引き出し、学校生

活を送る上での課題の克服の一助となる可能性

があるため、今後学校と連携し実施に向けた検討

が必要である。 

 

 

 

 

②本を読んで応募しよう！ 

 学校により本事業への取組み方はまちまちでは

あるが、あくまでも自由応募であることから今後

出展数の減少が予想される。次年度 3 年目を迎え

ることから再度事業内容について検討が必要で

ある。 

取組３４ 図書館ボランティアの支援と育成 

①図書館ボランティア支援事業 

 学校・幼稚園・支援センターなどでの読み聞かせ

に図書館の絵本などを利用し活発な活動がされて

いる。 

①読み聞かせボランティアは図書館主導の活動で

はないことから個々や団体が活動する中で図書

館がサポートできる事を継続して行う。 

 

[学識経験者の意見など] 

事業評価  ・北海道で最初にできた公立図書館ということを知らない町民もいることから積

極的に発信し、図書館活動の充実に努めていただきたい。 

A 
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施策項目 13 豊かな教育資源を活かした博物館活動の推進 

目 標 
地域の特色ある教育資源を活用し、ミュージアムを核とした博物館活動を推進するとともに、

地域住民との連携を通じて「地域とともに成長する博物館施設」を目指す。 
 

具体的

取 組 

取組３５ 文化財保護と地域資料の充実 
取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用 
取組３７ 博物館活動を核とした地域活性化 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組３５ 文化財保護と地域資料の充実 

①指定文化財保護事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
②埋蔵文化財保護事業 
 
 
 

①国指定重要文化財等の適切な保全管理 
  重要文化財保全記録 
  文化財パトロール事業 
  文化財防災訓練 
  天然記念物指定鳥類保護 
  町指定文化財保護 
 
 
 
②埋蔵文化財保護にかかる協議・調査 
  埋蔵文化財保護事前協議 
  埋蔵文化財包蔵地分布調査 
 
 
 
 
 

取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用（調査研究） 

①自然系調査 
 
 
 
 
 
 
 
②歴史系調査 
 
 
 
 
 
 
 
 

①地域の自然環境・動植物に関する調査研究 
  目梨泊漁港カモメ繁殖調査 
  神威岬植生調査 
  函岳環境調査 
  ウチダザリガニ防除調査 
  タンチョウ生息分布調査 
  昆虫相確認調査 
 
②地域の歴史・文化財に関する調査研究 
  デスモスチルス化石確認調査 
  地域史聞き取り調査 
  地域資源活用調査 
  目梨泊遺跡試掘調査 
  金銅装直刀分析調査 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組３５ 文化財保護と地域資料の充実 

①重要文化財「北海道目梨泊遺跡出土品」をはじめ
とする指定文化財や出土品、町民から寄贈された
地域資料を適切に保管するため、館内無線ＬＡＮ
を活用した温湿度データの記録と、職員による目
視点検を実施。北海道教育委員会と連携したパト
ロール事業や枝幸消防署と連携した防災訓練を継
続している。また、国・町指定天然記念物の保護
活動を実施した 

 
②開発事業者からの申請に基づき埋蔵文化財保護の

ための事前協議を町内６ヶ所で実施。北見幌別川
架橋工事にかかる事前協議では速やかに試掘調査
を実施し、「着工可」との回答を得た。 

  昭和23年にアメリカ軍が撮影した航空写真の分
析結果をもとに現地調査を行い、大規模竪穴群の
存在を確認した。 

 

①毎年１月に実施している文化財防災訓練の実施
を夏期に実施し、実際に消火栓を使用する訓練を
行う必要がある。また、枝幸警察署と連携した防
犯訓練の実施も行いたい。 
保存環境を管理している重要文化財以外の地

域資料の適切な保存にあたり、外部の専門家に収
蔵環境の評価をお願いし、改善を図りたい。 
 
 

②北海道開発局稚内開発建設部とは日常的な連携
体制が構築されており、土木工事の計画について
早い段階で把握している。一方で、北海道が行う
各種工事（道道改良・草地整備等）については、
事前把握が難しい。町建設課・農林課等の関係部
局との連携を通じて、円滑な事前協議を行いた
い。 

取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用 

①学芸員の専門性を活かし、神威岬や函岳など特徴
的な自然環境が残された地域の記録調査を実施。
目梨泊漁港におけるカモメ類繁殖調査や特定外来
生物ウチダザリガニの防除調査など、地域の直面
する課題を検証するための調査を継続した。 
弘前大学等の研究者と連携し、地域の生物相を

確認・記録する基礎的な調査を行った。 
 
②足寄動物化石博物館と連携し、頭蓋骨の一部を含

むデスモスチルス化石の新標本を発見した。 
  麗澤大学（千葉県柏市）の「地域資源活用実習」

を受け入れ、「町外からの視点、若者の視点」で地
域資源を掘り起こす活動を行った。この過程で、
聞取りによって歌登オムロシベツ「沖縄の沢」で
の戦後史が明らかとなり、北海道新聞や読売新聞、
琉球新報等で大きく取り上げられた。 

  枝幸高校と連携した目梨泊遺跡の試掘調査で
は、過去の調査との整合性を確認することができ
た。また、全国の研究者と連携した目梨泊遺跡出
土の「金の刀」の研究では、京都芸術大学の分析
により「２本目の金の刀」が存在することが明ら
かとなった。 

 

①地域の環境保護や外来種問題、海鳥と地域社会の
共存などの問題解決については、地域住民の理解
が欠かせない。調査研究を継続するとともに、地
域住民に向けての一層の情報発信、連携の取り組
みが重要と考える。また、枝幸地方の生物相につ
いてはまだ研究成果の蓄積が浅く、今後とも町外
の専門的な人材を活用した研究が必要である。 

 
②デスモスチルス化石は、全国的にも貴重な古生物

化石であるが、当町には化石を研究、活用するた
めの専門性をもった人材がいない。足寄動物化石
博物館など外部機関との連携が不可欠。 

  麗澤大学と連携して掘り起こした「沖縄の沢」
の戦後史は、マスメディアで何度も取り上げられ
るなど大きな反響があった。今後は、地域史の一
つとして記録を取りまとめ、後世に伝えることが
望ましい。 

  枝幸高校や全国の大学、研究機関と連携して継
続している目梨泊遺跡の「金の刀」の研究につい
ては、大きな進展があった。今後は、研究がまと
まった段階で「調査報告書」を刊行し、その成果
を広く公開することが求められる。 
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施策項目 13 豊かな教育資源を活かした博物館活動の推進 

目 標 
地域の特色ある教育資源を活用し、ミュージアムを核とした博物館活動を推進するとともに、

地域住民との連携を通じて「地域とともに成長する博物館施設」を目指す。 
 

具体的

取 組 

取組３５ 文化財保護と地域資料の充実 
取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用 
取組３７ 博物館活動を核とした地域活性化 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用（教育普及） 

①特別展示 

 

 

 

 

②講演会・体験講座 

①調査研究活動の成果を活用した特別展示事業 

  特別展「私たちの枝幸の自然写真展」1,085 名 

  巡回展「北のコウモリ」385名 

  巡回展「わがまちのイチオシの岩石」188 名 

 

②研究者による講演会・体験講座事業 

  講演会「目梨泊遺跡の金の刀」25 名 

  講演会「沖縄の沢から地域資源を考える」16名 

  体験講座「夜のミュージアムへようこそ」205 名

  体験講座「ミニ化石発掘講座」34 名 

  体験講座「謎解き！ミュージアム」222 名 

 

 

 

 

取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用（学習支援） 

①学校等への学習支援 

 

 

 

 

 

 

 

②研修活動支援 

 

 

 

①町内小学校を中心とする学校への学習支援 

  自然系学習教室 5 回／60名 

  歴史系学習教室 4 回／48名 

  化石系学習教室 2 回／32名 

  筑波大学大学院出講 3 日間／55名 

  ハマナス大学講演 1回／27 名 

  中頓別町地域づくりセミナー 1回／23 名 

 

②教育機関等の研修活動支援 

  札幌大学博物館実習 1 回／4 名 

  職場体験 2回／6 名 

  職員研修支援 ２回／１９名 

  枝幸高等学校活動支援 11 回／165 名 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用 

①枝幸の自然をテーマとした公募展を実施。初めて

の地域住民参加型の展示となり、多数の見学者が

訪れた。道北地区博物館等連絡協議会、宗谷管内

学芸職員連絡協議会と連携した巡回展を開催。 

 

②目梨泊遺跡の「金の刀」や歌登「沖縄の沢」など、

ミュージアムが実施した最新の調査研究成果をそ

れぞれの研究者に講演いただいた。講演内容は町

情報課が撮影し、ＥＯＳにより町内放送した。 

  感染症対策と両立した「新しい体験講座」とし

て夜間開館による昆虫観察や常設展示を活用した

館内クイズラリー事業を実施し、好評を得た。ま

た、枝幸消防署の協力により広い会場を用意する

ことで従来型の体験講座を試験的に開催できた。

 

①地域住民が参加する型式の特別展示は見学者か

ら高い評価を得た。地域住民の利用度の向上にも

有効であり次年度以降の継続実施が望ましい。 

 

 

②講演会事業は、ミュージアムの調査研究成果を直

接紹介できる貴重な機会だが、参加者を集めるこ

とが毎回課題となっている。一方で、ＥＯＳでの

放送との併用により、一定の地域住民が視聴して

いるものと思われるため、継続が望ましい。 

  コロナ禍での教育普及事業のあり方について、模

索が続いていたが、新型コロナの影響の低減化もあ

り、一定の活動方針が確立できた。今後も感染症対

策に留意しつつ、教育普及活動を展開したい。 

取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用（学習支援） 

①幸町内の小学校を中心に各学校からの依頼に応じ

て、地域学習の支援を行った。新型コロナの影響

を考慮し、野外での自然観察会が多かった。また、

オンラインを活用した学習支援も継続している。

 

 

 

 

②学芸員資格取得を目指す札幌大学の実習受入、枝

幸中学校・枝幸高等学校の職場体験、枝幸町役場

新採用職員、枝幸町教育研究会理科サークル研修

活動の支援を実施した。 

  枝幸高等学校総合文化研究部の活動の支援を継

続するとともに、同校「えさし探求」を支援した。

 

①新型コロナの影響が３年にわたって継続したこと

により、各学校への学習支援の頻度は大きく落ち

込んでいる。令和４年度は改善の傾向が見られた

ものの、各学校の地域学習の場面でミュージアム

を活用する経験が維持できた学校とできなかった

学校との差が生じつつある。ミュージアムからの

積極的な学習支援の呼びかけが必要と考える。 

 

②枝幸高等学校の存在は地域に不可欠なものであ

り、同校への支援の充実は最優先課題と考える。

 平成 30 年度より目梨泊遺跡の共同調査を行って

いる同校総合文化研究部への支援の継続ととも

に、同校のニーズにあわせた幅広い活動支援に取

り組みたい。 
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00 施策項目 13 豊かな教育資源を活かした博物館活動の推進 

目 標 
地域の特色ある教育資源を活用し、ミュージアムを核とした博物館活動を推進するとともに、

地域住民との連携を通じて「地域とともに成長する博物館施設」を目指す。 
 

具体的

取 組 

取組３５ 文化財保護と地域資料の充実 
取組３６ 博学連携を通じた教育資源の発掘と活用 
取組３７ 博物館活動を核とした地域活性化 

 

[施策の推進状況] 

【Plan】令和４年度の主な施策 【Do】主な実績 

取組３７ 博物館活動を核とした地域活性化 

①ミュージアム情報発信事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

②観光利用促進事業 

 

 

 

 

 

 

③総合的利用状況 

 

 

 

 

 

 

①ミュージアム関する情報発信事業 

  ミュージアム通信 年／12回発行 

  ミュージアム年報「枝幸研究」 第 14 号発行 

  SNS 発信 年／302 回 

  Youtube 配信 年／9回 

  映像情報制作 年／9本（映像展示・EOS 放映）

  情報メディア提供 年／66本（新聞掲載記事） 

 

 

②ミュージアムを基盤とした観光情報の発信 

  観光情報コーナー事業 

  キャラクター活用事業 

  ミュージアムショップ 年間売上／200,600 円 

 

 

 

③ミュージアムの総合的な利用状況評価 

  ミュージアム利用者数  年／7,859 人 

  地域の学び参加者数   年／1,372 人 

  ミュージアム事業実施率 78％ 
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【Check】事業の評価 【Action】課題・今後の方向 

取組３７ 博物館活動を核とした地域活性化 

①広報えさし掲載「ミュージアム通信」や年報「枝

幸研究」の発行など従来型の紙媒体での情報発信

を継続するとともに、SNS を活用したインターネッ

ト上での発信を促進している。また、町企画課・

情報課と連携し、映像コンテンツの制作と発信に

重点的に取り組んでいる。 

  新聞等外部メディアへの発信を積極的に実施し

掲載回数はコロナ前の水準を回復した。 

 

②オホーツク枝幸ブランド推進本部が館内に移設し

たことで、観光情報を恒常的に発信できた。 

  公式キャラクター「デスモくん」を情報発信の

ナビゲート役に活用し、利用促進に役立てている。

ミュージアムショップでは品ぞろえの充実により

昨年度を大幅に上回る売り上げを記録した。 

 

③ミュージアム利用者数は前年比 55％増となり、コ

ロナ前水準にほぼ回復した。ミュージアムが提供

する「地域の学び」の参加者も前年比 72％増とな

り、枝幸町人口の 19％に達した。 

年度当初に計画した事業数に対する実施率は

78％に向上し、目標とする８割に近づいた。 

①ミュージアムの利用促進にあたり、情報発信の重

要性が高まっている。特に町外から来館する観光

客に対してはインターネットを介した情報発信

が不可欠であり、今後も継続が必要である。 

 

 

 

 

 

②オホーツク枝幸ブランド推進本部事務局が役場

庁舎に移転したことを受け、観光担当部局との連

携体制の再構築が課題となっている。 

  ミュージアムショップでは、来館者より要望の

多い「ガイドブック」の発行が望ましい。 

 

 

③ミュージアム利用者数の増加の中心は町外から

の観光利用となっており、今後は地域住民の利用

率の向上が課題。地域の学び参加率については、

新型コロナにより大きな影響を受けたが、町人口

の 25％を目標に再設定したい。事業実施率につ

いては８割を達成できるよう、計画を精査する。

 

 

[学識経験者の意見など] 

 

事業評価  ・地域の方を巻き込むアイディアを盛り込んだ事業がたくさん行われている。 

今後も楽しみながら参加できる事業を続けていただきたい。 

・ＳＮＳを活用した広報活動を継続していただきたい。 A 
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４ おわりに 

 

 令和４年度の教育委員会事務事業については、新型コロナ感染症で令和３年

度の各種事業が中止や縮小となりました事業は、コロナ以前の状態に戻りつつ

あります。 

そのなかで、事務事業の執行にあたりましては、本町の教育を充実・発展さ

せていくために、教育関係者が相互に連携・協力し、一丸となって、町民の皆

さんから信頼される開かれた教育行政を目指し、「枝幸町教育推進計画及び令和

４年度教育行政執行方針」に掲げた各施策に基づき、事務事業を執行してまい

りました。 

これら事務事業の執行状況の点検・評価につきまして今年度は、学校教育及

び社会教育の主な施策に対する 13 事業を対象として点検評価を行いました。 

 

点検・評価にあたっては、法で点検・評価の客観性を確保するうえで、教育

に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることと規定されていることから、

教育委員会事務局による評価を行ったあとに、これらの自己評価に対しまして、

学識経験者の方から貴重なご意見・ご提言をいただきました。 

 

この度の教育委員会事務事業の点検・評価を通して、教育委員会自らが事務

事業の成果や課題を再認識し、また、学識経験者の方からのご意見等を踏まえ

なお一層の施策の充実を図り、今後とも町民の皆さんから信頼される教育行政

の推進に努めてまいります。 
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